
 

 

令 和 ７ 年 
 

 

 

第 ６ 回 庄 原 市 議 会 定 例 会 議 案 
 

 

 

参 考 資 料 
 

 

（12 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庄 原 市 
 

 



 



議案第108号 庄原市手数料条例の一部を改正する条例 １

議案第109号 庄原市高齢者活動施設設置及び管理条例の一部を改正する条例 ３

議案第110号
児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する
条例

５

議案第111号 庄原市営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例 ９

議案第112号
庄原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正
する条例

21

議案第119号 備北地区消防組合規約の変更について 25

令和７年第６回庄原市議会定例会議案　参考資料目次





 

議案第108号参考資料 

庄原市手数料条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

 

改   正   案 現        行 

第１条～第８条 略 第１条～第８条 略 

  

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律～行政不服審査

法 略 

鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律～行政不服審査

法 略 

  

その他共通関係 その他共通関係 

  事務 名称 手数料の

額 

   事務 名称 手数料の

額 

 

 
    

  
    

 

 
略 

  
略 

 

 
    

  
    

 

 
7

4 

固定資産課税台帳の

写しの交付     

   

固定資産

課税台帳

写し交付

手数料  

   

300円   

  

  
7

4 

固定資産税課税台帳

の記載事項に関する

証明 

固定資産

税課税台

帳記載事

項証明手

数料 

１枚につ

き 

 

 
    

  
300円 

 

 
    

  
    

 

 
 以下 略 

  
以下 略 

 

 
    

  
    

 

付表 略 付表 略 

  

  

  

附 則  

この条例は、令和８年１月５日から施行する。  
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議案第109号参考資料 

庄原市高齢者活動施設設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

 

改   正   案 現        行 

第１条～第15条 略 第１条～第15条 略 

  

別表第１（第２条、第３条関係） 別表第１（第２条、第３条関係） 

 
名称 位置 管理 

  
名称 位置 管理 

 

 
   

  
   

 

 
略 

  
略 

 

 
   

  
   

 

 
          

  

        

       

    

    

  
庄原市総領夢語りの

家 

庄原市総領町中

領家476番地 

第３条

第２項 

 

 

別表第２（第４条、第７条関係） 

 

別表第２（第４条、第７条関係） 

庄原市高齢者活動施設の使用料の額 庄原市高齢者活動施設の使用料の額 

 

 
一般使用 

営利、宣伝等

での使用 区分・

単位 

  

 
一般使用 

営利、宣伝等

での使用 区分・

単位 

 

 

施設 
冷暖

房 
施設 

冷暖

房 

  

施設 
冷暖

房 
施設 

冷暖

房 

 

 
      

  
      

 

 
略 

  
略 

 

 
      

  
      

 

 
    

    

    

  

             

     

           

    

    

  
庄原市

総領夢

語りの

家 

無料 無料 2,090

円 

310円 全館・

１時間

当たり 

 

備考 略 

 

 

 

備考 略 

 

 

 

附 則  

この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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-4-



 

議案第110号参考資料 

児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案新旧対照表 

 

【第１条による改正】 庄原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部 

を改正する条例案新旧対照表 

改   正   案 現        行 

第１条～第14条 略 第１条～第14条 略 

  

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針） 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区

分に応じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小

学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保

育の提供を適切に行わなければならない。 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区

分に応じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小

学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保

育の提供を適切に行わなければならない。 

(１) 幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

18年法律第77号。以下           「認定こ

ども園法」という。）第２条第７項に規定する幼保連携

型認定こども園をいう。以下同じ。）幼保連携型認定こ

ども園教育・保育要領（認定こども園法第10条第１項の

規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども

園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事

項をいう。次項において同じ。） 

(１) 幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成

18年法律第77号。以下この号及び次号において「認定こ

ども園法」という。）第２条第７項に規定する幼保連携

型認定こども園をいう。以下同じ。）幼保連携型認定こ

ども園教育・保育要領（認定こども園法第10条第１項の

規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども

園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事

項をいう。次項において同じ。） 

(２)～(４) 略 (２)～(４) 略 

２ 略 ２ 略 

  

第16条～第24条 略 第16条～第24条 略 

  

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定

子どもに対し、児童福祉法第33条の10第１項各号（幼保連

携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっ

ては、認定こども園法第27条の２第１項各号、幼稚園であ

る特定教育・保育施設の職員にあっては、学校教育法第28

条第２項において準用する認定こども園法第27条の２第

１項各号）に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子

どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

第25条 特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定

子どもに対し、児童福祉法第33条の10各号        

                          

                          

                          

                          

    に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子

どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

  

第26条以下 略 第26条以下 略 

 

【第２条による改正】 庄原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案 

新旧対照表 

改   正   案 現        行 

第１条～第11条 略 第１条～第11条 略 

  

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第12条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、

法第33条の10第１項各号に掲げる行為その他当該利用乳

幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

第12条 家庭的保育事業者等の職員は、利用乳幼児に対し、

法第33条の10各号   に掲げる行為その他当該利用乳

幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 
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改   正   案 現        行 

第13条～第15条 略 第13条～第15条 略 

  

（食事の提供の特例） （食事の提供の特例） 

第16条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者

等は、前条第１項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事

業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に

規定する施設（以下「搬入施設」という。）において調理

し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことが

できる。この場合において、当該家庭的保育事業者等は、

当該食事の提供について当該方法によることとしてもな

お当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調

理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えな

ければならない。 

第16条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者

等は、前条第１項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事

業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に

規定する施設（以下「搬入施設」という。）において調理

し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことが

できる。この場合において、当該家庭的保育事業者等は、

当該食事の提供について当該方法によることとしてもな

お当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調

理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えな

ければならない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健

所、市町村（特別区を含む。第21条第２項において同じ。）

等の栄養士又は管理栄養士により、献立等について栄養

の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士又

は管理栄養士による必要な配慮が行われること。 

(２) 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健

所、市町村（特別区を含む。第21条第２項において同じ。）

等の栄養士       により、献立等について栄養

の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士  

      による必要な配慮が行われること。 

(３)～(５) 略 (３)～(５) 略 

２ 略 ２ 略 

（利用乳幼児及び職員の健康診断） （利用乳幼児及び職員の健康診断） 

第17条 略 第17条 略 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の

表の左欄に掲げる健康診断又は健康診査（母子保健法（昭

和40年法律第141号）第12条又は第13条に規定する健康診

査をいう。同表において同じ。）（以下この項において「健

康診断等」という。）が行われた場合であって、当該健康

診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又

は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康

診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合に

おいて、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲

げる健康診断等の結果を把握しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童

相談所等における乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）

の利用開始前の健康診断が行われた場合であって、当該健

康診断が利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断の全

部又は一部に相当すると認められるときは、利用開始時の

健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場

合において、家庭的保育事業者等は、児童相談所等におけ

る乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を把握しなけれ

ばならない。                     

                        

 児童相談所等における乳

児又は幼児（以下「乳幼

児」という。）の利用開

始前の健康診断 

利用乳幼児に対する利用

開始時の健康診断 

  

 乳幼児に対する健康診査 利用開始時の健康診断、

定期の健康診断又は臨時

の健康診断 

  

３～４ 略 ３～４ 略 

  

第18条以下 略 第18条以下 略 

 

【第３条による改正】 庄原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する 

条例案新旧対照表 

改   正   案 現        行 

第１条～第11条 略 第１条～第11条 略 
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改   正   案 現        行 

  

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対

し、法第33条の10第１項各号に掲げる行為その他当該利用

者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対

し、法第33条の10各号   に掲げる行為その他当該利用

者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

  

第12条の２以下 略 第12条の２以下 略 

 

 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第111号参考資料 

庄原市営バス設置及び管理条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

 

改   正   案 現        行 

第１条～第12条 略 第１条～第12条 略 

  

別表第１（第２条関係）運行区間及び停留所 別表第１（第２条関係）運行区間及び停留所 

 
バス

の名

称 

路線名 

運行区間及び停留所名 
  

バス

の名

称 

路線名 

運行区間及び停留所名 
 

 

始点 経由 終点 

  

始点 経由 終点 

 

 
     

  
     

 

 
略 

  
略 

 

 
     

  
     

 

 
庄原

市営

総領

地域

生活

バス 

    

    

    

    

    

  

       

       

       

       

       

       

      

       

     

    

    

    

  

  
庄原

市営

総領

地域

生活

バス 

黒目・

亀谷線 

ふるさ

とセン

ター総

領 

診療所、山崎

の里、段畑集

会所、亀谷自

治振興会館、

黒目入口、黒

目耳高、黒目

自治振興会

館、黒田橋、

黒目別迫 

ふるさ

とセン

ター総

領 

 

 
               

       

      

       

       

       

       

    

    

    

    

  

  
五領線 診療所 山崎の里、五

郎丸集会所、

五領自治振

興会館、北五

箇集会所、松

山、田尻、上

領家集会所、

神石境 

ふるさ

とセン

ター総

領 

 

 
    

    

          

       

       

      

       

      

       

       

   

    
  

稲草・

木屋線 

診療所 ふるさとセ

ンター総領、

田総下市、稲

草西自治振

興会館、とも

いきの里総

領、木屋自治

振興会館、甲

奴境 

診療所 
 

 
    

    

    

   

    

   

    

    

    

  

       

      

       

       

      

     

    
  

敷尾・

光・上

野・牛

の子

谷・万

田線 

ふるさ

とセン

ター総

領 

敷尾、光集会

所、山崎の

里、五領自治

振興会館、上

野、牛の子

谷、万田 

診療所 
 

 
庄原・

総領線 

黒目入

口 

原谷橋、黒

目、亀谷入

口、永楽橋、

小坂上、小

庄原駅 
  

庄原・

総領線 

黒目入

口 

原谷橋、黒

目、亀谷入

口、永楽橋、

小坂上、小

庄原駅 
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改   正   案 現        行 

坂、亀谷自治

振興会館、亀

谷本谷、亀

谷、天神橋、

土居、下領

家、総領診療

所、田総上

市、田総車

庫、毘沙門

橋、田総下

市、三良坂

別、馬場、田

総の里東、田

総の里西、森

藤、六谷、片

山、インター

入口、桜花の

郷ラ・フォー

レ庄原、ビッ

グ、原手橋、

ジョイフル、

日赤、市役所

前、郵便局 

坂、亀谷公民

館   、亀

谷本谷、亀

谷、天神橋、

土居、下領

家、総領診療

所、田総上

市、田総車

庫、毘沙門

橋、田総下

市、三良坂

別、馬場、田

総の里東、田

総の里西、森

藤、六谷、片

山、インター

入口、かんぽ

の郷     

   、ビッ

グ、原手橋、

ジョイフル、

日赤、市役所

前、郵便局 

 
上下・

総領線 

田総の

里西 

田総の里東、

馬場、三良坂

別、田総下

市、毘沙門

橋、田総車

庫、田総上

市、総領診療

所、下領家、

土居、天神

橋、亀谷、亀

谷本谷、亀谷

自治振興会

館、小坂、小

坂上、永楽

橋、亀谷入

口、黒目、原

谷橋、黒目入

口、上下駅 

府中北

病院 

  
上下・

総領線 

田総の

里西 

田総の里東、

馬場、三良坂

別、田総下

市、毘沙門

橋、田総車

庫、田総上

市、総領診療

所、下領家、

土居、天神

橋、亀谷、亀

谷本谷、亀谷

公民館   

 、小坂、小

坂上、永楽

橋、亀谷入

口、黒目、原

谷橋、黒目入

口、上下駅 

府中北

病院 

 

 
     

  
     

 

 
以下 略 

  
以下 略 

 

 
     

  
     

 

別表第２（第５条関係）使用料 別表第２（第５条関係）使用料 

１ 庄原市営比和地域生活バス 略 １ 庄原市営比和地域生活バス 略 

２ 庄原市営総領地域生活バス ２ 庄原市営総領地域生活バス 

          (１) 黒目・亀谷線 
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改   正   案 現        行 

   

  

  

  

  黒

目

別

迫 

 

           

  

  

  

          黒

田

橋 

200 

 

          

  

  

  

  

  

  

  

    

         黒

目

自

治

振

興

会

館 

100 200 

 

         

  

  

  

      

        黒

目

耳

高 

200 200 200 

 

        

  

  

  

        

       黒

目

入

口 

100 200 200 200 

 

       

  

  

  

  

  

  

  

          

      亀

谷

自

治

振

興

会

館 

200 200 200 200 200 

 

      

  

  

  

  

            

     段

畑

集

会

所 

100 200 200 200 200 200 

 

     

  

  

  

              

    山

崎

の

里 

100 200 200 200 200 200 310 

 

    

  

  

                

   診

療

所 

100 100 200 200 200 200 200 310 

 

   

  

  

  

  

                  

  ふ

る

さ

と

セ

100 200 200 200 200 200 200 310 310 
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改   正   案 現        行 

  

  

  

  

  

ン

タ

ー

総

領 

       (２) 五領線 

            

  

           田

尻 

 

           

  
  

          松

山 
100 

 

          

  

  

  

  

  

    

         北

五

箇

集

会

所 

200 200 

 

   

  

  

      

  神

石

境 

200 200 200 

 

        

  

  

  

  

  

        

       上

領

家

集

会

所 

100 200 200 200 

 

       

  

  

  

  

  

  

  

          

      五

領

自

治

振

興

会

館 

200 200 200 200 200 

 

      

  

  

  

  

  

            

     五

郎

丸

集

会

所 

100 200 200 200 200 200 

 

     

  

  

  

              

    山

崎

の

里 

100 200 200 200 200 200 200 

 

    

  

  

                

   診

療

所 

100 100 200 200 200 200 200 200 

 

   

  
                  

  ふ

る
100 200 200 200 200 200 200 200 200 
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改   正   案 現        行 

  

  

  

  

  

  

  

  

さ

と

セ

ン

タ

ー

総

領 

          (３) 稲草・木屋線 

          

  

        甲奴

境 

 

         

   

   

   

   

       木屋

自治

振興

会館 

100 

 

        

   

   

   

      

      とも

いき

の里

総領 

200 200 

 

       

   

   

   

  

         

     稲草

西自

治振

興会

館 

200 200 200 

 

      

   
            

    田総

下市 
100 200 200 200 

 

     

   

   

   

   

               

   ふる

さと

セン

ター

総領 

100 100 200 200 200 

 

    

  
                  

  診療

所 
100 100 200 200 200 200 

 

                    (４) 敷尾・光・上野・牛の子谷・万田線 

   

  

  万

田 

 

          

  

  

  

   

         牛

の

子

谷 

200 

 

         

  
      

        上

野 
200 200 

 

   

  

  

  

  

  

         

  五

領

自

治

振

興

200 200 200 
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改   正   案 現        行 

  

  

会

館 

       

  

  

  

            

      山

崎

の

里 

200 200 200 200 

 

      

  

  

               

     診

療

所 

100 200 200 200 200 

 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

    ふ

る

さ

と

セ

ン

タ

ー

総

領 

100 200 200 200 200 200 

 

    

  

  

  

                     

   光

集

会

所 

200 200 200 200 200 310 310 

 

   

  
                        

  敷

尾 
200 200 200 200 200 200 310 310 

 

(１) 庄原・総領線 (５) 庄原・総領線 

       庄原

駅 

        庄原

駅 

 

      郵便

局 
100 

       郵便

局 
100 

 

     市役

所前 
100 100 

      市役

所前 
100 100 

 

    日赤 100 100 100      日赤 100 100 100  

   ジョ

イフ

ル 

100 100 100 100 

    ジョ

イフ

ル 

100 100 100 100 

 

  原手

橋 
100 200 100 200 200 

   原手

橋 
100 200 100 200 200 

 

 ビッ

グ 
100 100 200 100 100 100 

  ビッ

グ 
100 100 200 100 100 100 

 

 100 200 200 200 200 200 200   100 200 200 200 200 200 200  

 100 100 200 100 100 100 100   100 100 200 100 100 100 100  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 300 300 300 300 300   200 200 300 300 300 300 300  

 200 200 300 300 300 300 300   200 200 300 300 300 300 300  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  
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改   正   案 現        行 

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

 200 300 300 300 300 300 300   200 300 300 300 300 300 300  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

 300 300 400 400 300 400 400   300 300 400 400 300 400 400  

  

       桜花

の郷

ラ・

フォ

ーレ

庄原 

        かん

ぽの

郷  

   

   

   

 

      イン

ター

入口 

100 

       イン

ター

入口 

100 

 

     片山 200 200       片山 200 200  

    六谷 100 200 200      六谷 100 200 200  

   森藤 200 200 200 300     森藤 200 200 200 300  

  田総

車庫 
100 200 200 200 300 

   田総

車庫 
100 200 200 200 300 

 

 毘沙

門橋 
100 100 200 200 200 300 

  毘沙

門橋 
100 100 200 200 200 300 

 

 100 100 100 200 200 300 300   100 100 100 200 200 300 300  

 100 100 100 200 200 300 300   100 100 100 200 200 300 300  

 100 100 100 200 200 300 300   100 100 100 200 200 300 300  

 100 200 200 200 200 300 300   100 200 200 200 200 300 300  

 100 200 200 200 200 300 300   100 200 200 200 200 300 300  

 100 100 100 200 200 200 300   100 100 100 200 200 200 300  

 200 100 100 200 200 300 300   200 100 100 200 200 300 300  

 200 200 200 200 200 300 300   200 200 200 200 200 300 300  

 200 200 200 200 200 300 300   200 200 200 200 200 300 300  
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改   正   案 現        行 

 200 200 200 200 200 300 300   200 200 200 200 200 300 300  

 200 200 200 200 200 300 300   200 200 200 200 200 300 300  

 200 200 200 200 200 300 300   200 200 200 200 200 300 300  

 200 200 200 200 200 300 300   200 200 200 200 200 300 300  

 200 200 200 200 200 300 300   200 200 200 200 200 300 300  

 200 200 200 200 300 300 300   200 200 200 200 300 300 300  

 200 200 200 200 300 300 300   200 200 200 200 300 300 300  

 200 200 200 300 300 300 300   200 200 200 300 300 300 300  

 200 200 200 300 300 300 300   200 200 200 300 300 300 300  

 200 200 200 300 300 300 300   200 200 200 300 300 300 300  

 300 200 200 300 300 300 400   300 200 200 300 300 300 400  

  

       田総

下市 

        田総

下市 

 

      三良

坂別 
100 

       三良

坂別 
100 

 

     馬場 100 100       馬場 100 100  

    田総

の里

東 

100 100 100 

     田総

の里

東 

100 100 100 

 

   田総

の里

西 

100 100 100 100 

    田総

の里

西 

100 100 100 100 

 

  田総

上市 
200 200 100 100 100 

   田総

上市 
200 200 100 100 100 

 

 総領

診療

所 

100 200 200 200 200 200 

  総領

診療

所 

100 200 200 200 200 200 

 

 100 200 200 200 200 200 200   100 200 200 200 200 200 200  

 100 200 200 200 200 200 200   100 200 200 200 200 200 200  

 100 200 200 200 200 200 200   100 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 300 300 200 200 200   200 200 300 300 200 200 200  

 200 200 300 300 200 200 200   200 200 300 300 200 200 200  

 200 200 300 300 300 200 200   200 200 300 300 300 200 200  

 200 200 300 300 300 300 300   200 200 300 300 300 300 300  

  

       下領

家 

        下領

家 

 

      土居 100        土居 100  

     天神

橋 
100 100 

      天神

橋 
100 100 
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改   正   案 現        行 

    亀谷 100 100 100      亀谷 100 100 100  

 亀谷

本谷 
100 100 200 200 

  亀谷

本谷 
100 100 200 200 

 

  亀谷

自治

振興

会館 

100 100 200 200 200 

   亀谷

公民

館  

   

100 100 200 200 200 

 

 小坂 100 100 200 200 200 200   小坂 100 100 200 200 200 200  

 100 100 100 200 200 200 200   100 100 100 200 200 200 200  

 100 100 200 200 200 200 200   100 100 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

  

      小坂

上 

        小坂

上 

  

     永楽

橋 
100 

       永楽

橋 
100 

  

    亀谷

入口 
100 100 

      亀谷

入口 
100 100 

  

   黒目 100 100 100      黒目 100 100 100   

  原谷

橋 
100 100 200 200 

    原谷

橋 
100 100 200 200 

  

 黒目

入口 
100 100 200 200 200 

   黒目

入口 
100 100 200 200 200 

  

  

(２) 上下・総領線 (６) 上下・総領線 

       田総

の里

西 

        田総

の里

西 

 

      田総

の里

東 

100 

       田総

の里

東 

100 

 

     馬場 100 100       馬場 100 100  

    三良

坂別 
100 100 100 

     三良

坂別 
100 100 100 

 

   田総

下市 
100 100 100 100 

    田総

下市 
100 100 100 100 

 

  毘沙

門橋 
100 100 100 100 100 

   毘沙

門橋 
100 100 100 100 100 

 

 田総

車庫 
100 100 100 100 200 200 

  田総

車庫 
100 100 100 100 200 200 

 

 100 100 100 100 100 200 200   100 100 100 100 100 200 200  

 100 200 200 200 200 200 200   100 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  
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改   正   案 現        行 

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 300 300   200 200 200 200 200 300 300  

 200 200 200 200 200 300 300   200 200 200 200 200 300 300  

 200 200 200 200 300 300 300   200 200 200 200 300 300 300  

 200 300 300 300 300 300 300   200 300 300 300 300 300 300  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

  

       田総

上市 

        田総

上市 

 

      総領

診療

所 

100 

       総領

診療

所 

100 

 

     下領

家 
100 200 

      下領

家 
100 200 

 

    土居 100 100 200      土居 100 100 200  

   天神

橋 
100 100 100 200 

    天神

橋 
100 100 100 200 

 

  亀谷 100 100 100 200 200    亀谷 100 100 100 200 200  

 亀谷

本谷 
100 100 200 200 200 200 

  亀谷

本谷 
100 100 200 200 200 200 

 

 100 100 200 200 200 200 200   100 100 200 200 200 200 200  

 100 200 200 200 200 200 200   100 200 200 200 200 200 200  

 100 200 200 200 200 200 200   100 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 200 200   200 200 200 200 200 200 200  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

 300 300 300 300 300 300 300   300 300 300 300 300 300 300  

  

       亀谷

自治

振興

会館 

        亀谷

公民

館  

   

 

      小坂 100        小坂 100  

     小坂

上 
100 100 

      小坂

上 
100 100 

 

    永楽

橋 
100 100 100 

     永楽

橋 
100 100 100 
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改   正   案 現        行 

 亀谷

入口 
100 100 200 200 

  亀谷

入口 
100 100 200 200 

 

  黒目 100 100 100 200 200    黒目 100 100 100 200 200  

 原谷

橋 
100 100 100 200 200 200 

  原谷

橋 
100 100 100 200 200 200 

 

 100 100 100 200 200 200 200   100 100 100 200 200 200 200  

 200 200 200 200 200 300 300   200 200 200 200 200 300 300  

 200 200 200 300 300 300 300   200 200 200 300 300 300 300  

  

   黒目

入口 

        黒目

入口 

     

  上下

駅 
200 

       上下

駅 
200 

     

 府中

北病

院 

100 200 

      府中

北病

院 

100 200 

     

３ 庄原市営庄原地域生活バス 略 ３ 庄原市営庄原地域生活バス 略 

  

別表第３ 略 別表第３ 略 

  

  

  

附 則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、別

表第１及び別表第２の改正規定中「かんぽの郷」を「桜花の

郷ラ・フォーレ庄原」に、「亀谷公民館」を「亀谷自治振興

会館」に改める規定は、公布の日から施行する。 
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議案第112号参考資料 

庄原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

 

改   正   案 現        行 

第１条～第３条 略 第１条～第３条 略 

  

（個人番号の利用範囲） （個人番号の利用範囲） 

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、次に掲げる

事務                         

                           

                           

                           

                   とする。 

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務は、別表第１の

左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別

表第２の左欄に掲げる執行機関が次項の規定により同表

の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保

有するものを利用して行う同表の中欄に掲げる事務及び

市の執行機関が行う特定個人番号利用事務とする。 

(１) 別表第１の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右

欄に掲げる事務 

 

(２) 別表第２の左欄に掲げる執行機関が次項の規定に

より同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執

行機関が保有するものを利用して行う同表の中欄に掲

げる事務 

 

(３) 市の執行機関が第３項の規定により利用特定個人

情報であって当該執行機関が保有するものを利用して

行う特定個人番号利用事務 

 

(４) 市の執行機関が第４項の規定により同項に規定す

る住登外者宛名情報であって当該執行機関が保有する

ものを利用して行う法別表の下欄に掲げる事務及び法

第９条第１項に規定する準法定事務 

 

２～３ 略 ２～３ 略 

４ 市の執行機関は、法別表の下欄に掲げる事務又は法第９

条第１項に規定する準法定事務を処理するために必要な

限度で、市の事務を処理するために利用する情報システム

の機能であって住登外者（市の住民基本台帳に記録されて

いない者であって、その者を特定する情報を管理しておく

必要があるものをいう。以下同じ。）を特定する固有の番

号を付番し、管理するもの（以下「住登外者宛名番号管理

機能」という。）による住登外者の情報の管理に関する情

報（以下「住登外者宛名情報」という。）であって当該執

行機関が保有するものを利用することができる。 

 

５ 略 ４ 略 

  

第５条～第６条 略 第５条～第６条 略 

  

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

 
機関 事務 

  
機関 事務 

 

 
  

  
  

 

 
略 

  
略 

 

 
  

  
  

 

 
11 市長 住登外者宛名番号管理機能による住

登外者の情報の管理に関する事務で

あって規則で定めるもの 
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改   正   案 現        行 

 
12 教育

委員会 

住登外者宛名番号管理機能による住

登外者の情報の管理に関する事務で

あって規則で定めるもの 

  
  

 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

 
機関 事務 特定個人情報 

  
機関 事務 特定個人情報 

 

 
１ 市長 庄原市保育所

設置及び管理

条例による使

用料の徴収に

関する事務で

あって規則で

定めるもの 

(１)～(２) 略 

(３) 住登外者宛名

情報であって規則

で定めるもの 

  
１ 市長 庄原市保育所

設置及び管理

条例による使

用料の徴収に

関する事務で

あって規則で

定めるもの 

(１)～(２) 略 
 

 
２ 市長 庄原市乳幼児

等医療費支給

条例による乳

幼児又は児童

に係る医療費

の支給に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

(１)～(４) 略 

(５) 住登外者宛名

情報であって規則

で定めるもの 

  
２ 市長 庄原市乳幼児

等医療費支給

条例による乳

幼児又は児童

に係る医療費

の支給に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

(１)～(４) 略 
 

 
３ 市長 庄原市ひとり

親家庭等医療

費支給条例に

よるひとり親

家庭の父又は

母、児童等に

係る医療費の

支給に関する

事務であって

規則で定める

もの 

(１)～(４) 略 

(５) 住登外者宛名

情報であって規則

で定めるもの 

  
３ 市長 庄原市ひとり

親家庭等医療

費支給条例に

よるひとり親

家庭の父又は

母、児童等に

係る医療費の

支給に関する

事務であって

規則で定める

もの 

(１)～(４) 略 
 

 
４ 市長 庄原市重度心

身障害者医療

費支給条例に

よる重度心身

障害者に係る

医療費の支給

に関する事務

であって規則

で定めるもの 

(１)～(４) 略 

(５) 住登外者宛名

情報であって規則

で定めるもの 

  
４ 市長 庄原市重度心

身障害者医療

費支給条例に

よる重度心身

障害者に係る

医療費の支給

に関する事務

であって規則

で定めるもの 

(１)～(４) 略 
 

 
５ 市長 庄原市営住宅

設置及び管理

条例による市

営住宅の管理

に関する事務

であって規則

で定めるもの 

(１)～(10) 略 

(11) 住登外者宛名

情報であって規則

で定めるもの 

  
５ 市長 庄原市営住宅

設置及び管理

条例による市

営住宅の管理

に関する事務

であって規則

で定めるもの 

(１)～(10) 略 
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改   正   案 現        行 

 
６ 市長 庄原市日常生

活用具給付事

業の実施に関

する事務であ

って規則で定

めるもの 

(１)～(３) 略 

(４) 住登外者宛名

情報であって規則

で定めるもの 

  
６ 市長 庄原市日常生

活用具給付事

業の実施に関

する事務であ

って規則で定

めるもの 

(１)～(３) 略 
 

 
７ 市長 予防接種にお

ける受診者負

担金の減免に

関する事務で

あって規則で

定めるもの 

(１)～(２) 略 

(３) 住登外者宛名

情報であって規則

で定めるもの 

  
７ 市長 予防接種にお

ける受診者負

担金の減免に

関する事務で

あって規則で

定めるもの 

(１)～(２) 略 
 

 
８ 市長 庄原市障害者

移動支援事業

の実施に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

(１)～(３) 略 

(４) 住登外者宛名

情報であって規則

で定めるもの 

  
８ 市長 庄原市障害者

移動支援事業

の実施に関す

る事務であっ

て規則で定め

るもの 

(１)～(３) 略 
 

 
９ 市長 庄原市障害者

日中一時支援

事業の実施に

関する事務で

あって規則で

定めるもの 

(１)～(３) 略 

(４) 住登外者宛名

情報であって規則

で定めるもの 

  
９ 市長 庄原市障害者

日中一時支援

事業の実施に

関する事務で

あって規則で

定めるもの 

(１)～(３) 略 
 

 
10 教育

委員会 

庄原市奨学金

貸付条例によ

る奨学金の貸

付けに関する

事務であって

規則で定める

もの 

(１) 住登外者宛名

情報であって規則

で定めるもの 

  
   

 

別表第３（第５条関係） 別表第３（第５条関係） 

 

情報照会

機関 
事務 

情報

提供

機関 

特定個人情報 

  

情報照会

機関 
事務 

情報

提供

機関 

特定個人情報 

 

 
１ 市長 住登外者

宛名番号

管理機能

による住

登外者の

情報の管

理に関す

る事務で

あって規

則で定め

るもの 

教育

委員

会 

(１) 住登外者

宛名情報であ

って規則で定

めるもの 

  
    

 

 
２ 教育

委員会 

庄原市奨

学金貸付

市長 (１)～(２) 略 

(３) 住登外者

  
１ 教育

委員会 

庄原市奨

学金貸付

市長 (１)～(２) 略 
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改   正   案 現        行 

条例によ

る奨学金

の貸付け

に関する

事務であ

って規則

で定める

もの 

宛名情報であ

って規則で定

めるもの 

条例によ

る奨学金

の貸付け

に関する

事務であ

って規則

で定める

もの 

 
３ 教育

委員会 

住登外者

宛名番号

管理機能

による住

登外者の

情報の管

理に関す

る事務で

あって規

則で定め

るもの 

市長 (１) 住登外者

宛名情報であ

って規則で定

めるもの 

  
    

 

  

  

  

附 則  

この条例は、令和８年１月５日から施行する。  
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議案第119号参考資料 

備北地区消防組合規約の一部を改正する規約案新旧対照表 

 

改   正   案 現        行 

第１条～第３条 略 第１条～第３条 略 

  

（組合の事務所の位置） （組合の事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、三次市十日市町10168番地１に 

置く。 

第４条 組合の事務所は、三次市十日市中三丁目１番21号に 

置く。  

  

第５条以下 略 第５条以下 略 

  

  

  

附 則  

この規約は、令和８年３月１日から起算して３月を超えな

い範囲内において規則で定める日から施行する。 
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